
 

質 疑 応 答 書 

事業名 令和７年度広島市ふるさと納税特産品等贈呈事業運営業務 

 

基本仕様書等の 

項目 
質   問 回   答 

共通 

 

 

 

 

 

返礼品提供事業

者への発注、配

送管理及び返礼

品の代金・送料

の支払に関する

業務 

 

 

 

 

 

 

広報・ＰＲに関

する業務 

 

 

 

 

 

 

返礼品の募集・

提案に関する業

務 

 

 

 

 

共通 

 

 

・令和 6 年度の寄付総額、寄付

件数をご教示ください。 

※不可能な場合、令和 5 年度の

情報をご教示ください。 

 

 

・令和 6 年度の寄付者の居住エ

リアを割合でご教示ください。 

例）関東：●％、関西●％ 等 

※不可能な場合、令和 5 年度の

情報をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 6 年度実施された、ふる

さと納税に関する広告があれ

ば、実施内容と費用をご教示く

ださい。 

※不可能な場合、令和 5 年度の

情報をご教示ください。 

 

 

・令和 7 年度、総務省の基準を

除き、返礼品登録の際に必要と

なる、広島市独自の条件やフロ

ー等あればご教示ください。 

 

 

 

・現在の広島市ふるさと納税で

の課題感をご教示ください。 

 

・令和 5 年度の寄付総額

は 298,993,142 円、寄附

件数は 5,428 件となって

います。 

 

 

・令和 5 年度の地域別の

発送割合は、以下のとお

りです。 

北海道…1.4％ 

北東北・南東北…1.8％ 

関東・信越…40.0％ 

北陸・中部…6.4％ 

関西・中国・四国・九州…

50.2％ 

沖縄…0.2％ 

 

 

・令和 5 年度の広告費は、

チラシの作成など 62,000

円となっています。 

 

 

 

 

 

・現在、本市独自の条件等

は設けていません（他課

が 取 り 扱 う 返 礼 品 除

く。）。 

 

 

 

・ふるさと納税を担当す

る職員数が不足している

ことなどから、返礼品を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返礼品提供事業

者への発注、配

送管理及び返礼

品の代金・送料

の支払に関する

業務 

 

 

参考見積書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寄付者からのお問合せ件数な

ど月ごとでわかりましたらご

教示お願いできますでしょう

か。 

 

 

・年末年始のお問合せを受付け

たご実績があり、こちらも問い

合わせ件数がわかりましたら

ご教示お願いできますでしょ

うか。 

 

 

・返礼品提供事業者の契約は、

広島市／受注者のいずれとの

締結を想定していますでしょ

うか。 

 

 

 

 

・説明書  ３業務 の内容等

（３）、参考見積書１に関して 

参考見積書１に「実際には変動

することを承知すること。」と

ありますが、寄付額によって

は、上限 74,100,000 円（税込）

を下回るもしくは上回る場合

もある（金額ではなく料率での

契約）、という理解でよろしい

でしょうか。 

 

 

・仕様書 ４前提条件（１）に

関して 

新規開拓し増やすこと

や、返礼品の認知度を高

めるための効果的な情報

発信をすることを課題と

して認識しています。 

 

 

・問合わせ件数は、集計し

ておりません。 

 

 

 

 

・同上。 

 

 

 

 

 

 

・今後、受注者と協議して

いきたいと考えていま

す。 

 

 

 

 

 

・お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「ふるさと納税 do」の事

業者情報、返礼品情報、寄



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付管理システムは do をご利

用とのことですが、事業者情

報、返礼品情報、寄付情報等は

そのまま利用できる前提でよ

かったでしょうか。また、過去

の配送管理も do でされている

認識でよろしいでしょうか。 

 

 

・仕様書 ４前提条件（３）に

関して 

令和 7 年 7 月から寄付管理シス

テムの運用を開始することと

ありますが、7 月中旬から事務

局の運営を開始する認識で合

っていますでしょうか。 

 

 

・仕様書 ４前提条件（４）に

関して 

「管理システムの運用開始以

前に申込みがあった令和７年

度の寄附に対する未発送の返

礼品の発注・集荷・配送管理に

ついては、寄附管理システムの

運用開始後、受注者が行う。」に

ついて、未発送対象の情報は、

システム「do」にて特定のステ

ータスで管理されているもの

という認識でよろしいでしょ

うか。 

 

 

・仕様書 ４前提条件（５）に

関して 

寄付管理システムとポータル

サイトを連携させた業務遂行

ができることとありますが、寄

付管理システムと既に導入の

ポータルサイトは現在も寄付

受付が連携している認識で合

っていますでしょうか。また、

附情報等について、令和 6

年度の情報は取り込まれ

ていますが、令和 7 年度

情報は取り込まれていま

せん。令和 6 年度の配送

管理は、「ふるさと納税

do」で行いました。 

 

 

・7月中旬から仕様書 5に

記載の業務内容を行って

いただくこととなりま

す。 

 

 

 

 

 

・ポータルサイトから申

込みのあった寄附情報

は、「ふるさと納税 do」で

管理していますが、本市

窓口等にて受付を行った

寄附情報は、本市がデー

タで管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附者へのお礼

状及び寄附金受

領証明書並びに

寄附金税額控除

に係る申告特例

申 請 書 等 の 作

成・送付に関す

る業務 

新しく導入するポータルサイ

トは受託者が連携開始する認

識で合っていますでしょうか。 

 

 

・仕様書 ４前提条件(７)に関

して 

「目標返礼品数８００品以上」

について、設定数を８００品以

上にされた理由と、返礼品数自

体の増加を目標に掲げられた

理由をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様書 ６業務の詳細（４）

に関して 

寄附管理システム運用以前に

申込みがあった令和７年度の

寄附について、ワンストップ申

請書・寄附受領証明書を送付す

ることはありますでしょうか。 

 

 

 

 

 

・ふるさと納税の寄附件

数や寄附金額の増加を図

るためには、返礼品を新

規開拓し増やすことなど

が不可欠であると考えて

おり、将来的には、他の自

治体の先行事例なども踏

まえて、1,500 品目以上を

目指すこととしていま

す。このため、事務スケジ

ュールを踏まえ、令和 7度

は 800 品目の登録を行う

こととしています。 

 

 

 

 

 

・寄附管理システム運用

以前に申込みがあった令

和 7 年度の寄附について

は、本市からワンストッ

プ申請書・寄附受領証明

書を送付するため、受注

者から送付することはあ

りません。 

（注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名

を記入しないこと。 


